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指
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…

告

示

山
口
県
告
示
第
百
七
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
六
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

岡
崎
歯
科
医
院

岩
国
市
今
津
町
一
丁
目
一
六
番
三
号

令
和
四
、

五
、

一

山
口
県
告
示
第
百
八
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
六
年
六
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

岡
﨑
歯
科
医
院

岩
国
市
今
津
町
二
丁
目
一
〇
番
二
七
号

令
和
四
、

五
、

一

公

告

（
一
一
四
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
六
年
六
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

総
合
企
画
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

山
口
県
人
事
給
与
福
利
厚
生
シ
ス
テ
ム
再
開
発
に
係
る
要
件
定
義
等
業
務

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
五
月
二
十
三
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
ア
イ
シ
ー
エ
ス

岩
手
県
盛
岡
市
松
尾
町
一
七
番
一
〇
号

六

落
札
金
額

三
千
六
百
三
十
万
円

七

入
札
公
告
日

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

八

そ
の
他

一
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㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

購
入
等

㈢

落
札
方
式

総
合
評
価

（
一
一
五
）
山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園
の
公
園
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
公
募
に
係
る
応
募
の
時
期

及
び
方
法
等

山
口
県
立
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
条
例
第
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第

十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園
の
公
園
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
公
募

に
係
る
応
募
の
時
期
及
び
方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
六
年
六
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
よ
う
と
す
る
公
園
施
設
の
概
要

都
市
公
園
の
名
称

公

園

施

設

の

名

称

位

置

山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園

多
目
的
ド
ー
ム
、
サ
ッ
カ
ー
・
ラ
グ
ビ
ー

場
、
ス
ポ
ー
ツ
広
場
、
多
目
的
広
場
、
ビ
ー

チ
バ
レ
ー
場
、
水
泳
プ
ー
ル
及
び
そ
の
他
の

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十

九
号
）
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
公
園

施
設

山

口

市

二

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
使
用
日
又
は
使
用
時
間
を
変
更
す
る
こ

と
。

㈡

条
例
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

㈣

条
例
第
七
条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

㈤

条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

㈥

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
三
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
許
可
を

取
り
消
し
、
そ
の
効
力
を
停
止
し
、
又
は
そ
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
。

㈦

公
園
施
設
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
（
知
事
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
。

㈧

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

指
定
し
よ
う
と
す
る
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
（
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第

七
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
公
園
施
設
の
設
置
又
は
管
理
を
行
う
こ
と
を
提
案
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
提
案
に
係
る
期
間
の
末
日
以
前
の
日
の
う
ち
知
事
が
適
当
と
認
め
る

日
）
ま
で
の
間

四

応
募
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

公
募
に
係
る
応
募
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
「
法
人
等
」
と

い
う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
複
数
の
法
人
等
に
よ
り
構
成
さ
れ

る
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
（
以
下
「
共
同
体
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
い
ず

れ
も
が
㈠
及
び
㈢
か
ら
㈦
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
そ
の
構
成
員
の
い

ず
れ
か
が
㈡
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
）
と
す
る
。

㈠

法
人
等
（
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
）
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⚑

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は

第
二
項
に
規
定
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

⚒

所
得
税
又
は
法
人
税
、
消
費
税
及
び
県
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

⚓

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て

又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て

が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

㈡

主
た
る
事
務
所
を
県
内
に
有
し
て
い
る
か
、
又
は
設
置
す
る
予
定
が
あ
る
こ
と
。

㈢

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

で
な
い
こ
と
。

㈣

法
人
等
の
代
表
者
が
暴
力
団
員
（
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」

と
い
う
。
）
で
な
い
こ
と
。

㈤

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
等
の
統
制
の
下
に
あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

㈥

山
口
県
に
お
け
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
に
お
い
て
、
そ
の
公
正
な
手
続
を
妨
げ
た
も
の

で
な
い
こ
と
。

㈦

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ
と

が
な
い
こ
と
。

㈧

共
同
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
、
こ
の
公
募
に
お
い
て
他
の
共
同
体
の
構

成
員
又
は
他
の
応
募
者
で
な
い
こ
と
。

二
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五

募
集
要
項
の
配
布

㈠

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
土
木
建
築
部
山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園
交
流
拠
点
化
推
進
室

㈡

期
間

令
和
六
年
六
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
月
十
一
日
ま
で
の
間

六

応
募
の
方
法
及
び
期
間

㈠

方
法

公
募
に
係
る
応
募
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
山
口
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四

十
八
年
山
口
県
規
則
第
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計

画
書
及
び
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
持
参
し
、
又
は
書
留
に
よ
り
郵
送
し
て
山
口
県
土

木
建
築
部
山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園
交
流
拠
点
化
推
進
室
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

期
間

令
和
六
年
六
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
月
十
一
日
ま
で
の
間

七

そ
の
他

㈠

公
募
に
係
る
説
明
会
を
令
和
六
年
七
月
九
日
（
火
曜
日
）
午
後
一
時
か
ら
山
口
市
阿
知
須
一
〇

五
〇
九
番
五
〇

山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園
多
目
的
ド
ー
ム
第
二
セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
に
お
い
て
行

う
。

㈡

こ
の
手
続
に
参
加
し
た
者
が
業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置

要
領
若
し
く
は
清
掃
業
務
委
託
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
又

は
山
口
県
建
設
工
事
等
入
札
参
加
資
格
者
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名
停
止
を

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
審
査
の
対
象
と
せ
ず
、
又
は
指
定
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

㈢

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
山
口
き
ら
ら
博
記
念
公
園
交
流
拠
点
化
推
進
室
（
電

話
〇
八
三－

九
三
三－

三
七
二
〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

公
安
委
員
会

公

告一
般
競
争
入
札
の
実
施

次
の
と
お
り
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成

七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
し
ま
す
。

令
和
六
年
六
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
等
の
借
入
れ

㈠

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

指
紋
自
動
識
別
シ
ス
テ
ム

一
式

㈡

物
品
等
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

㈢

使
用
期
間

令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

㈣

使
用
場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部
刑
事
部
鑑
識
課

二

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六

十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈡

政
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競

争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使

用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈢

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業

務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並

び
に
資
格
審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
四
年
山
口
県
告
示
第
百
七
十
九

号
）
又
は
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
契
約

に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
物
品

等
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
六
年
山
口
県
告
示
第
三
十
七
号
）
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お

い
て
、
パ
ソ
コ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
類
に
つ
い
て
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の

買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈣

令
和
六
年
六
月
十
八
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
業
務
委

託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け
て
い

な
い
こ
と
。

三

契
約
条
項
を
示
す
場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

四

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付

山
口
県
警
察
本
部
刑
事
部
鑑
識
課
に
お
い
て
交
付
す
る
。

五

入
札
書
の
記
載
方
法
、
提
出
場
所
及
び
受
領
期
限

㈠

記
載
方
法

二

山 口 県 報 （定期） 第 512 号令和６年６月18日 火曜日

三

山 口 県 報 （定期） 第 512 号令和６年６月18日 火曜日



落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す

る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
加
算
し
た
金

額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

㈡

提
出
場
所

山
口
県
警
察
本
部
刑
事
部
鑑
識
課

㈢

受
領
期
限

令
和
六
年
七
月
二
十
九
日
午
後
五
時
（
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
令
和
六
年
七
月
三
十
日

午
前
十
時
）

六

入
札
を
執
行
す
る
場
所
及
び
日
時

㈠

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警
察
本
部
二
階
入
札
室

㈡

日
時

令
和
六
年
七
月
三
十
日
午
前
十
時

七

入
札
保
証
金

免
除
す
る
。

八

無
効
入
札

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

㈠

入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
が
し
た
入
札

㈡

記
名
の
な
い
入
札

㈢

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

九

落
札
者
の
決
定
方
法

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
百
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。

十

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

㈢

契
約
書
の
作
成
の
要
否

要

㈣

契
約
保
証
金

免
除
す
る
。

㈤

こ
の
公
告
後
に
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
一
般
競
争
入
札
の
資
格
審
査
の
申
請

を
す
る
場
合
は
、
令
和
六
年
七
月
八
日
午
後
五
時
ま
で
に
山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課
（
電

話
〇
八
三－

九
三
三－

三
九
六
〇
）
に
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈥

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
警
察
本
部
刑
事
部
鑑
識
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

〇
一
一

〇
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

十
一

Sum
m
ary

⑴

D
ivision
in
charge
of
the
contract:F
inance
D
ivision,
Police
A
dm
inistrations
D
e-

partm
ent,Y
am
aguchi
Prefectural
Police
H
eadquarters

⑵

N
ature
and
quantity
of
the
products
to
be
leased
:
A
utom
ated
F
ingerprint
Identi-

fication
System
,1
set

⑶

Period
of
use:F
rom
January
1,2025
to
D
ecem
ber
31,2030

⑷

Place
of
use:Identification
D
ivision,C
rim
inal
Investigation
D
epartm
ent,Y
am
aguchi

Prefectural
Police
H
eadquarters

⑸

D
ivision
in
charge
of
the
procurem
ent
and
contactpointfor
the
notice:Identification

D
ivision,
C
rim
inal
Investigation
D
epartm
ent,
Y
am
aguchi
Prefectural
Police
H
ead-

quarters,1-1
T
aki-m
achi,Y
am
aguchi
C
ity
(T
el.083-933-0110)

⑹

D
eadline
for
tender
subm
ission
:5
:00
P.M
.,July
29,2024
(Ifbroughtin
person
:

10
:00
A
.M
.,July
30,2024)

雑

報

令
和
五
年
度
山
口
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
決
算
の
要
旨

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
令
和
五
年
度
山
口
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
決
算
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
六
年
六
月
十
八
日

山
口
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長

井

原

健
太
郎

四
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損
益
計
算
書
の
要
旨

（
単
位
：
千
円
）

区
分

短
期

厚
生
年
金

保
険

退
職
等
年
金

経
過
的
長
期

退
職
等
年
金

預
託
金
管
理

経
過
的
長
期

預
託
金
管
理

業
務

保
健

宿
泊

貯
金

貸
付

負
担

金

6,392,499

13,126,518

720,856

103,814

186,107

225,683

掛
金
・
任
意
継
続
掛
金

6,494,286

8,770,939

720,848

222,310

収
施
設
収
入
・
商
品
売
上

165,826

連
合

会
交

付
金

78,839

61

利
息
及
び
配
当
金

14

5,959

158

279

1

485,490

そ
の

他
収

入

961,335

3,178

22,639

3,910

3,269

10,217

入
他
経
理
か
ら
繰
入
金

35,450

52,000

前
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

918,632

計

14,766,766

21,897,457

1,441,704

103,814

5,959

303,732

470,911

221,737

488,759

10,278

給
付
・
一
部
負
担
金
払
戻
金

7,469,855

役
員
報
酬
・
職
員
給
与

154,637

30,080

68,678

15,425

10,246

旅
費

・
事

務
費

15,624

1,291

581

1,033

627

商
品

仕
入

205

支
飲

食
材

料
費

43,383

委
託
費
・
委
託
管
理
費

8,749

14,405

24,034

1,964

892

支
払

利
息

16

5,959

422,055

5,958

前
期
高
齢
者
納
付
金

2,462,940

四
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後
期
高
齢
者
支
援
金

2,457,810

老
人
保
健
拠
出
金

退
職
者
給
付
拠
出
金

29

介
護

納
付

金

1,323,222

連
合

会
払

込
金

145,908

連
合

会
拠

出
金

647,376

負
担

金
払

込
金

13,126,518

720,856

103,814

掛
金

払
込

金

8,770,939

720,848

出
そ

の
他

支
出

9,942

134,782

349,430

110,635

12,571

3,479

雑
損

他
経
理
へ
繰
入
金

35,450

52,000

次
年
度
繰
越
支
払
準
備
金

1,169,997

計

15,722,545

21,897,457

1,441,704

103,814

5,959

313,792

447,206

247,516

453,048

21,202

当
期
利
益
金
又
は
当
期
損
失
金
(△
)

△

955,779

△
10,060

23,705
△
25,779

35,711

△
10,924

貸
借
対
照
表
の
要
旨

（
単
位
：
千
円
）

区
分

短
期

厚
生
年
金

保
険

退
職
等
年
金

経
過
的
長
期

退
職
等
年
金

預
託
金
管
理

経
過
的
長
期

預
託
金
管
理

業
務

保
健

宿
泊

貯
金

貸
付

資産

流
動

資
産

1,312,717

1,561,167

91,935

619

33,263

378,131

790,434

182,675

3,801,472

55,278

固
定

資
産

590,000

22,059

9,157

442,022

42,347,384

817,641

資
産

合
計

1,312,717

1,561,167

91,935

619

623,263

400,190

799,591

624,697

46,148,856

872,919 六
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負債

流
動

負
債

297,419

1,561,167

91,935

619

10,120

116,843

14,110

42,755,183

137

固
定

負
債

1,169,997

623,263

211,254

47,730

73,563

20,980

620,073

負
債

合
計

1,467,416

1,561,167

91,935

619

623,263

221,374

164,573

87,673

42,776,163

620,210

純資産

資
本

剰
余

金

52,183

25,350

798,385

利
益

剰
余

金

79,808

126,633

609,668

3,372,693

252,709

欠
損

金

234,507

261,361

純
資

産
合

計
△

154,699

178,816

635,018

537,024

3,372,693

252,709

負
債
・
純
資
産
合
計

1,312,717

1,561,167

91,935

619

623,263

400,190

799,591

624,697

46,148,856

872,919七
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令
和
六
年
六
月
十
八
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
六
月
十
八
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


